
早期発見・早期対応  

0虐待により死亡した子どもの約4割は、0歳児。（H12．11．20～H16．12．31202件、210人）  
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保 護・ 支 援  

○ 児童養護施設の入所率  

86．6％（平成16年3月末）  

→ 88．2％（平成17年3月末）  

○ 児童養護施設への新規入所児童のうち、虐待を  
受けたことのある児童の割合  

53．7％（平成15年度）  

一→ 62．1％（平成16年度）  
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児童虐待防止対策の具体的な取組み  
保護・支援  早期発見・早期対応  

児童福祉施設等の機能・システム  

の充実  一般子育て支援（孤立化防止）  市町村による相談援助の実施  

・地域小規模児童養護施設の拡充  

・心理療法担当職員の配置  

・個別対応職員の配置  

・児童福祉施設の年齢要件見直し  

・里親支援の拡充  

・つどいの広場、地域子育て支援センター  

の拡充  
虐待防止ネットワークの法定化  

虐待ハイリスクの家庭の把握・リス  

ク低減（母子保健活動）  
児童相談所の体制・機能強化  

施設退所後の支援の充実  ・児童福祉司の配置基準の見直し  

・弁護士、精神科医等との連携  

・家庭裁判所の関与の強化  

・健診に心理相談員、保育士の配置  

・周産期医療施設との連携強化  ・施設退所児童に生活福祉資金貸付  

・雇用促進住宅の入所条件緩和  

・施設の業務として、退所児童に対する相  
談援助を追加  

・年長児童を対象とする自立援助ホーム  

の業務に「就業の支援」を明記  

育児支援のための家庭訪問  
児童相談所職員の資格、研修の  

充実等  ・自ら訴え出ないが過重な育児負担のある  

家庭を訪問し、育児支援（育児支援家庭  

訪問事業）  
t専門研修の実施  

・児童相談所長の研修義務化  

・児童福祉司の任用要件の見直し（実務  

経験を要求）  
虐待問題への理解の醸成  

保護者への指導・支援  

・中・高校生の乳幼児ふれあい体験  

し児童虐待防止推進月間（11月）の推進  
・弁護士、精神科医等との連携  

■家庭裁判所の関与の強化  

・保護者へのカウンセリングに係る知見の集積  

専門家による児童虐待等要保護  

事例の検証  

○ 虐待の背景は多岐に渡る。福祉関係者のみならず、医療、保健、教育、警察など地域の関係機関や地域  
住民の幅広い協力体制を構築し、児童虐待防止対策を実施していくことが有効。  

11 6 



制度見直しの方向性  

1．「発生予防」から「虐待を受けた子どもの自立」に至るまでの切れ目  

ない支援  

2．待ちの支援から要支援家庭への積極的なアプローチによる支援へ  

3．家族再統合や家族の養育機能の再生・強化を目指した子どものみ  

ならず親を含めた家庭への支援  

4．虐待防止ネットワークの形成など市町村における取組みの強化  
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最近の児童虐待防止法制の見直し経緯  
（1）児童虐待防止法の改正（平成16年4月成立 同年10月施行）  

（主な改正内容）   

○児童虐待の定義の見直し（保護者以外の同居人による虐待を放置すること等も対象）   

○国及び地方公共団体の責務の改正   

○児童虐待に係る通告義務の範囲の拡大（児童虐待を受けたと思われる児童も対象）  

（2）児童福祉法の改正（平成16年11月成立 平成17年1月以降順次施行）  

（主な改正内容）   

○児童相談に関する体制の充実（児童相談に閲し市町村が担う役割を法律上明確化）   

○児童福祉施設・里親等の見直し、○保護を要する児童に関する司法関与の強化  

（3）「子ども■子育て応援プラン」の策定（平成16年12月 少子化社会対策会議決定）  

（主な内容）   

○虐待防止ネットワークを全市町村に設置   

○乳児健診未受診児など生後4ケ月までに全乳児の状況把握を全市町村で実施  
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2．児童虐待防止法の改正について  

（1）児童虐待の定義の見直し  

（2）国及び地方公共団体の責務の改正  

（3）児童虐待の早期発見等努力義務の改正  

（4）児童虐待に係る通告義務の改正  

（5）警察署長に対する援助要請等  

（6）児童虐待を受けた児童等に対する支援  

※ 平成16年4月14日公布  

※ 平成16年10月1日施行  
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（1）児童虐待の定義の見直し  

①保護者以外の同居人による児童虐待と同様の行為を保護者によるネグレ   

クトの一類型として児童虐待に含まれるものとすること。  

② 児童の目の前でドメスティック・バイオレンスが行われること等、児童への   
被害が間接的なものについても児童虐待に含まれるものとすること。  

（2）国及び地方公共団体の責務の改正  

① 児童虐待の予防及び早期発見から児童虐待を受けた児童の自立の支援   

まで、これらの各段階に国及び地方公共団体の責務があることを明記する   
ものとすること。  

② 国及び地方公共団体は、児童虐待を早期に発見し、虐待を受けた児童の   
保護及び自立支援を適切に行うことができるよう、児童相談所等関係機関   
の職員及び学校の教職員等関係者の人材の確保及び資質の向上を図る   

ため、研修等必要な措置を講ずるものとすること。  

③ 国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童のケア並びに保護者の   
指導及び支援のあり方その他必要な事項について、調査研究及び検証を   
行うものとすること。  
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（3）児童虐待の早期発見等努力義務の改正  

○ 学校の教職員、児童福祉施設の職員等の関係者のみならず、学校、児童  
福祉施設その他の児童福祉に業務上関係のある団体は、児童虐待の早期  
発見に努めなければならないこと。また、国及び地方公共団体の施策への  
協力や児童及び保護者に対する児童虐待防止のための教育又は啓発に努  
めなければならないものとすること。  

（4）児童虐待に係る通告義務の改正  

○ 児童虐待を受けたと思われる児童を通告義務の対象とし、改正前よりも  
その範囲を拡大するものとすること。  

※ 虐待の事実が必ずしも明らかでなくても、一般の人の目から見れば主観的に虐待  

があったと思うであろう場合であれば通告義務が生じる。  

※ 法の趣旨に基づく通告であれば、結果として誤りであったとしても、そのことによって  

刑事上、民事上の責任を問われることは想定されない。  

※ 積極的に通告として扱うことが求められる。  
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（5）警察署長に対する援助要請等  

児童の安全確認及び安全確保に万全  ○ 都道府県知事（児童相談所長）は、  
を期する観点から、必要に応じ適切に、警察署長に対し援助を求めなけれ  
ばならないこと。  

（6）児童虐待を受けた児童等に対する支援  

○ 児童虐待を受けたために学業が遅れた児童への施策、進学一就職の際の   

支援を規定するものとすること。  

児童虐待の防  ※ 市町村は‥（略）・・保育所に入所する児童を選考する場合には、  
止に寄与するため、特別の支援を要する家庭の福祉に配慮をしなければならない。  

※ 国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童がその年齢及び能力に応じ充分  
な教育が受けられるようにするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等  
必要な施策を講じなければならない。  

※ 国及び地方公共団体は、居住の場所の確保、進学又は就業の支援その他の児  
童虐待を受けた者の自立の支援のための施策を講じなければならない。  

22   



【参考】次期児童虐待防止法改正に向けた検討（宿題事項）  

（1）児童の住居又は居所における児童の安全の確認  

又は安全の確保を実効的に行うための方策  

具体的には＝・・・  

・保護者の立ち入り拒否によって子どもを一時保護できない場合、子どもの生命に重大な   

危機を及ぼすおそれがあると思われる時などに、警察官や児童福祉司が住居に立ち入る   
ことが可能か（憲法第35条が保障する住居の不可侵との関係）など  

（2）親権の喪失等の制度のあり方  

具体的には・・・・・   

暮 子どもが虐待により重傷を負い、緊急に手術を必要とする際に、医療機関がその虐待を   
行った親から同意を得られない場合、親の親権を一時的に停止することで、医療行為を   
しやすくすることは可能か など  

（3）その他必要な事項  
23   



3．児童福祉法の改正について  

（1）児童相談に関する体制の充実  

（2）児童福祉施設、里親等の見直し  

（3）要保護児童に関する司法関与の見直し  

※ 平成16年12月3日公布  

※（1）及び（3）は平成17年4月1日施行   

（2）は平成17年1月1日施行  
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（1）児童相談に関する体制の充実   

① 市町村と都道府県（児童相談所）の役割分担と連携  

・児童相談所のみで対応す  

ることは効率的でない。  

・市町村をはじめ、多様な機  
関によるきめ細かな対応が  

必要。  

緊急かつ高度  

な専門的対応  

を求められる相   

談の増加  

身近な子育て相  

談ニーズの増大  

・児童相談に関し市町村が担う役割を法律上明確化  

一児童相談所の役割を要保護性の高い困難な事例への対応や市町村に対する後方支   

援に重点化  

都道府県（児童相 

・専門性の高い困難事例への対応、   
市町村の後方支援に役割を重点   

化  

1指定都市に加え、政令で定める市   
は児童相談所を設置可能  

市 町 村  

・児童及び妊産婦の福祉に関し、   
家庭その他の相談に応じる。   

→ 児童相談の窓口を設定す  

る必要   
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市町村の役割  

○ 業務として児童相談に応じることが明記されるとともに、要保護児童の通告先に追加される。  
（あらゆる種類の相談・通告に対応する必要がある。）  

○ 専門的な知識及び技術を必要とする相談については、児童相談所の援助や助言を求めなけ   
ればならない。  

○ 自ら対応可能と考えられる比較的軽微な事例への対応  

○ 重篤な事例に関する窓口  

○ 自ら対応してきたケースについて、行政権限の発動を伴うような対応が必要となった場合の   
児童相談所への連絡等の進行管理  

具体的には・＝  

※ 住民等からの通告や相談を受け、一般の子育て支援サービス等の身近な各種の資源を活用   
することで対応可能と判断される比較的軽微な事例については、市町村中心に対応する  

※ 事例の緊急度や困難度等を判断するための情報収集を行い、立入調査や一時保護、専門   
的な判定、あるいは児童福祉施設への入所等の行政権限の発動を伴うような対応が必要と判   
断される困難な事例については児童相談所に直ちに連絡する  

※ 施設を退所した子どもが安定した生活を継続できるよう、相談や定期的な訪問等を行い子ど   
もを支え見守るとともに、家族が抱えている問題の軽減化を図る  
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市町村に求められる対応  

相談窓口の設置   

■ 住民への周知は必須   

一 複数窓口の設置も可能  

・児童福祉担当課と母子保健担当課が   

それぞれ役割を果たしつつ、連携を図っ   
ていくことが不可欠  
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都道府県（児童相談所）の役割  

○ 専門的な知識及び技術を必要とする相談に応じる。  

○ 立入調査や一時保護、児童福祉施設への入所等の措置は都道府県（児童相談所）のみが   

行使可能。  

○ 市町村に対し必要な援助を行う。  

○ 市町村相互間の連絡調整や情報提供、市町村職員に対する研修の実施等の必要な援助を   

行う。  

○ 個別の事例に関する初期対応や支援の進捗状況の管理、行政権限の発動の必要性の判断   

も含め、児童相談への市町村の対応について技術的援助や助言を行う。  

○ 一般の国民等から直接通告や相談を受け、あるいは市町村では対応が困難な事例の送致   

を受け、立入調査や一時保護、児童福祉施設への入所等の都道府県にのみ行使が可能な手   

段も活用しつつ、子どもやその保護者に対する専門的な支援を行う。  

○ 施設を退所した子どもが安定した生活を継続できるよう、子どもやその保護者に対し、児童福   

祉司指導などの専門的な支援を行う。  
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